
孟

子

の

札
L 

と

性

善

説

序

雷

周
知
の
よ
う
に
孟
子
は
、
従
来
、
内
を
重
視
す
る
思
想
家
と
言
わ

れ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
、
孟
子
の
書
に
内
を
重
視
し
た
発
言
が
極
め

劃
て
多
〈
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
特

.
徴
的
な
も
の
が
所
謂
孟
子
の
性
善
説
を
構
成
す
る
部
分
で
、
例
え
ば
、

(
公
孫
丑
上
篇
、
告
子
上
篇
の
囚
端
説
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

制
て
い
る
。

性
「
無
側
隠
之
心
、
非
人
也
、
無
差
悪
之
心
、
非
人
也
、
無
辞
譲
之

と
」
心
、
非
人
也
、
無
是
非
之
心
、
非
人
也
、
側
隠
之
心
、
仁
之
端
也
、

明
差
悪
之
心
、
義
之
端
也
、
辞
譲
之
心
、
礼
之
端
也
、
是
非
之
心
、
智

の
之
端
也
、
人
之
有
是
四
端
也
、
猶
其
有
四
体
也
、
」

肝

(

公

孫

丑

上

篇

)

「
側
隠
之
心
、
人
皆
有
之
、
差
悪
之
心
、
人
皆
有
之
、
恭
敬
之
心
、

ー

人
皆
有
之
、
是
非
之
心
、
人
皆
有
之
、
側
隠
之
心
、
仁
也
、
差
悪
之

片

倉

望

心
、
義
也
、
恭
敬
之
心
、
礼
也
、

非
由
外
銀
我
也
、
我
固
有
之
也
、

是
非
之
心
、

弗
思
耳
失
、
」

智
也
、

仁
義
礼
智
、

(
骨
子
上
篇
)

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
孟
子
の
発
一
言
を
も
と
に
、
礼
の
儀
礼
的
面

に
重
大
な
意
義
を
認
め
て
い
た
孔
子
に
比
し
て
、
「
孟
子
は
、
そ
の
礼

説
に
於
て
か
益
る
儀
礼
を
問
題
と
せ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
進
ん
で
、

道
徳
的
と
は
い
へ
尚
そ
の
形
式
性
に
こ
そ
意
味
の
あ
っ
た
礼
節
を
も

超
え
て
、
礼
を
『
恭
敬
の
心
』
(
告
子
篇
上
)
と
す
る
ま
で
に
内
面
化

し
て
行
つ
お
一
と
の
見
解
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
当

然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
孟
子
』
書
を
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
孟

子
自
身
も
一
方
で
、
「
礼
」
を
儀
礼
や
礼
書
の
規
定
と
し
て
理
解
し

て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
以
上
、
直
裁
に
、
孟
子
の
思
想
に
お
い

て
は
、
「
形
式
性
に
こ
そ
意
味
の
あ
っ
た
礼
節
を
も
超
え
て
」
礼
町

内
面
化
が
は
か
ら
れ
た
、
と
結
論
す
る
に
は
か
な
り
の
跨
踏
を
感
ぜ



ざ
る
を
得
な
い
。

n

L
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 そ
こ
で
、
本
論
は
、
こ
の
孟
子
の
「
礼
」
と
性
善
説
と
の
係
わ
り

を
改
め
て
検
討
し
直
し
、
孟
子
に
お
け
る
礼
町
内
面
化
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
仏
記
。

第

章

量
子
に
お
け
る
礼
の
意
義

付
外
的
評
価

従
来
、
内
を
重
視
す
る
思
想
家
と
言
わ
れ
て
来
た
孟
子
で
は
あ
る

が
、
『
孟
子
』
一
書
を
通
読
す
る
と
、
そ
の
中
に
は
外
に
高
い
価
値
を

与
え
て
い
る
資
料
も
相
当
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
孟
子
目
、
西
子
蒙
不
潔
、
則
人
皆
掩
鼻
而
過
之
、
難
有
悪
人
、

斉
戒
泳
浴
、
則
可
以
肥
上
帝
、
」

(
離
婁
下
篇
)

後
天
的
修
養
を
強
調
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
資
料
な
ど
は
、
全
〈

外
に
価
値
を
置
い
た
発
言
と
言
え
、
そ
れ
は
ま
た
、
も
と
も
と
所
有

し
な
い
価
値
も
、
後
天
的
努
力
で
獲
得
で
き
る
と
す
る
次
の
資
料
に

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
孟
子
目
、
発
・
舜
性
之
也
、
湯
・
武
身
之
也
、
五
覇
仮
之
也
、

久
仮
而
不
帰
、
悪
知
其
非
有
也
、
」

(
尽
心
上
篇
)

ま
た
、
経
済
的
状
況
の
如
何
に
よ
っ
て
、
人
聞
の
善
悪
が
決
定
さ

れ
る
と
い
う
立
場
も
、
孟
子
に
お
い
て
は
有
力
で
あ
る
。

「
孟
子
目
、
富
歳
子
弟
多
頼
、
凶
歳
子
弟
多
暴
、

殊
也
、
其
所
以
陥
溺
其
心
者
然
也
、
」

非
天
之
降
オ
爾

(
告
子
上
篇
)

そ
じ
て
、
こ
の
立
場
は
、
次
の
環
境
が
人
聞
を
変
え
る
と
い
う
発

想
と
も
共
通
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

「
孟
子
自
活
之
斉
、
望
見
斉
王
之
子
、
明
然
歎
目
、
居
移
気
、
養

移
体
、
大
哉
居
乎
、
夫
非
尽
人
之
子
与
、
王
子
宮
室
車
馬
衣
服
多
与
人

問
、
而
王
子
若
彼
者
、
其
居
使
之
然
也
、
況
居
天
下
之
広
居
者
乎
、
L

(
尽
心
上
篇
)

以
上
の
よ
う
に
、
孟
子
に
は
外
の
物
に
価
値
を
認
め
る
立
場
の
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
然
推
測
さ
れ
る
よ
う

に
、
孟
子
は
礼
に
対
し
て
多
く
の
理
解
を
示
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
自

ら
の
思
想
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

口
礼
的
怠
殺

序
雷
同
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
孟
子
に
は
彼
が
礼
の
規
定
を
あ
る
程

度
は
理
解
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
す
発
言
が
あ
る
。

縦
横
家
の
公
孫
街
・
張
儀
を
「
誠
の
大
丈
夫
」
と
し
て
称
讃
す
る

景
春
と
い
う
人
物
に
対
し
、
孟
子
は
反
論
を
加
え
る
。

「
孟
子
日
、
是
駕
得
為
大
丈
夫
子
、
子
未
学
礼
子
、
丈
夫
之
冠
也
、

父
命
之
、
女
子
之
嫁
也
、
母
命
之
、
往
送
之
門
、
戒
之
目
、
住
之
女

家
、
必
敬
必
戒
、
無
進
夫
子
、
以
順
為
正
者
、
妾
婦
之
道
也
、
」

(
膝
文
公
下
篇
)



u
-
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こ
こ
で
孟
子
は
、
縦
横
家
の
人
間
違
が
示
す
君
主
へ
の
阿
り
を
、

「
妾
婦
の
道
」
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
際
に
孟
子
の
述
べ
る
婚
礼
の
規
定
、
及
ぴ
、
景
春
に
対
し
て
投
げ

か
け
た
「
子
、
未
だ
礼
を
学
ば
ざ
る
か
」
と
い
う
口
吻
は
、
孟
子
が

一
通
り
は
礼
を
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
よ

、勺，。

L
Z
 

同
じ
勝
文
公
下
篇
に
、
周
容
と
の
問
答
の
中
で
孟
子
が

礼
の
規
定
を
引
用
し
、
自
説
の
補
強
に
用
い
た
資
料
も
見
え
る
。

「
(
孟
子
)
日
、
士
之
失
位
也
、
猶
諸
侯
之
失
国
家
也
、
礼
目
、
諸

侯
耕
助
、
以
供
奈
盛
、
夫
人
麓
縦
、
以
為
衣
服
、
」

(
牒
文
公
下
篇
)

も
ち
ろ
ん
、
既
に
渡
辺
卓
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孟
子
は
同
じ

倉
儒
家
の
中
で
も
煩
墳
な
る
儀
礼
を
研
究
す
る
一
派
に
対
し
て
は
批
判

片
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
の
礼
は
、
あ
〈

説
ま
で
王
道
の
大
局
か
ら
説
か
れ
、
そ
の
知
識
は
、
札
が
世
の
中
を
治

惜
め
て
行
く
た
め
の
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
認
識

と
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

恥
「
故
目
、
城
郭
不
完
、
兵
甲
不
多
、
非
国
之
災
也
、
田
野
不
降
、

「の
貨
財
不
束
、
非
国
之
害
也
、
上
無
礼
、
下
無
学
、
賊
民
興
、
喪
無
日

肝
央
、
詩
目
、
天
之
方
飯
、
無
然
地
池
、
地
池
猶
沓
沓
也
、
事
君
無
義
、

進
退
無
礼
、
言
則
非
先
王
之
道
者
、
沓
沓
也
、
」

句。

ま
た
、

(
離
婁

上
篇

「
食
」
よ
り
も
、

重ま
「たそ

日任、れ
、人 22故

礼有 P
重問 L キL
」、屋古は

産7i人
子】長問
白書の

札予審
与ぷ維
食 Y持
執主主に

実容 5
日 ζ せ

?な
礼冗ぃ
重

色
与
札
執

(
告
子
下
篇
)

こ
の
文
の
あ
と
で
は
、
礼
の
軽
き
も
の
と
食
の
重
き
も
の
と
い
う

言
い
方
で
、
礼
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
を
認
め
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
両
極
端
を
較
べ
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
と
し
て

想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
総
体
か
ら
見
れ
ば
、
孟
子
が
札
を

「
食
」
よ
り
も
上
位
の
も
の
と
看
倣
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

，。。

告

ぜ

で
は
、
孟
子
が
こ
れ
程
ま
で
に
礼
を
重
要
視
し
た
の
は
何
故
か
。

何
故
礼
は
世
の
中
を
治
め
て
行
く
た
め
に
不
可
欠
の
要
素
と
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
孟
子
の
説
く
礼
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
そ
の
解
答
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

臼
畏
礼
を
過
し
て
見
た
孟
子
の
「
礼
」

一
般
に
、
戦
国
期
的
儒
家
と
葬
儀
と
は
極
的
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
孟
子
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
『
孟

子
』
書
の
中
で
頻
繁
に
触
れ
ら
れ
る
礼
の
う
ち
、
ま
ず
第
一
に
挙
げ

ら
れ
る
の
が
喪
礼
に
係
わ
る
話
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孟
子
の
こ
の
喪
礼
に
対
す
る
傾
斜
は
、

時
に
極
端
な
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発
言
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
孟
子
目
、
養
生
者
、
不
足
以
当
大
事
、
惟
送
死
、
可
以
当
大

事、」

(
離
婁
下
篇
)

で
は
、
孟
子
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
夜
礼
的
強
調
は
、
何
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

孟
子
が
肉
身
に
対
す
る
愛
情
を
社
会
秩
序
の
根
幹
と
な
し
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
孟
子
日
、
事
執
為
大
、
事

親
為
大
」
(
離
婁
上
篇
)
「
事
親
、
事
之
本
也
」
(
向
上
)
と
い

う
一
言
葉
か
ら
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
礼
と
い
う
形
式
を

踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の

で
も
あ
っ
た
。
孟
子
は
曾
子
の
言
葉
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言

、っ。
「
曾
子
目
、
生
事
之
以
礼
、
死
葬
之
以
札
、
祭
之
以
礼
、
可
謂
孝

臭、」

(
膝
文
公
上
篇
)

こ
こ
で
は
一
応
、
孝
と
い
う
行
為
を
表
わ
す
場
と
し
て
生
前
と
死

後
と
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
は
い
る
が
、
礼
と
い
う
形
式
と
結
び
つ
け

ら
れ
た
以
上
、
よ
り
顕
著
な
形
態
で
表
現
可
能
な
喪
礼
、
及
ぴ
祭
礼

に
ウ
エ
イ
ト
が
か
け
ら
れ
て
行
く
の
は
至
極
当
然
的
帰
結
で
あ
る
と

言
え
よ
う
ロ

果
し
て
、
孟
子
が
こ
と
さ
ら
に
「
三
年
の
聾
」
を
強
調
す
る
の
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
親
子
」
と
い
う
骨
肉
の
関
係
が
生
み
出
す
社

会
の
根
本
的
秩
序
を
、
最
も
明
ら
か
な
形
で
宣
揚
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
孟
子
が
三
年

M
L
a
e
 

と
い
う
期
間
に
固
執
す
る
の
は
、
古
を
是
と
す
る
孟
子
自
身
の
信
念

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

孟
子
は
雪

T
J、

「
三
年
之
喪
、
蔚
疏
之
服
、
計
粥
之
食
、
自
天
子
達
於
庶
人
、
三

代
共
之
、
」

(
膝
文
公
上
篇
)

と
も
あ
れ
、
孟
子
が
三
年
と
い
う
期
間
に
対
し
て
示
す
執
着
に
は
、

内
を
重
視
す
る
思
想
家
孟
子
と
い
う
定
評
を
覆
し
て
余
り
あ
る
も
の

が
あ
る
。

「
斉
宣
王
欲
短
授
、
公
孫
丑
目
、
期
之
喪
、
猶
愈
於
己
乎
、
孟
子

目
、
是
猶
或
絵
其
兄
之
皆
、
子
謂
之
姑
徐
徐
云
爾
、
亦
教
之
孝
悌
而

己
失
、
」

(
尽
心
上
篇
)

孟
子
に
し
て
み
れ
ば
、
一
年
内
裏
な
ど
は
正
し
く
巴
む
る
に
如
か

ざ
る
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
親
の
喪
礼
に
つ
い
て
、
か
〈
三
年
と
い
う
期
間

に
こ
だ
わ
る
孟
子
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
時
に
は
い
と
も
あ
っ
さ
り

と
期
聞
の
短
縮
を
承
認
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

「
王
子
有
其
母
死
者
、
其
侍
為
之
請
数
月
之
喪
、

公
孫
丑
目
、
若



此
者
何
如
也
、
日
、
是
欲
終
之
而
不
可
得
也
、
雄
加
一
目
、
愈
於
己
、

謂
夫
莫
之
禁
而
弗
為
者
也
、
L

(
尽
心
上
篇
)

こ
こ
で
の
「
王
子
」
は
、
超
岐
の
注
に
も
あ
る
よ
う
に
「
庶
夫
人
」

の
子
、
す
な
わ
ち
委
腹
の
庶
子
を
指
す
ロ
父
母
の
死
に
は
コ
ニ
年
内

畏
」
を
行
な
う
と
い
う
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
数
ヶ
月
の
喪
は
あ
ま
り

に
短
か
す
ぎ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
孟
子
は
王
子
が
「
こ
れ
を
終

え
ん
と
欲
す
る
も
、
得
べ
か
ら
ざ
る
」
状
況
に
あ
る
と
認
め
、
先
的

宣
王
の
「
こ
れ
を
禁
ず
る
莫
く
し
て
為
さ
ざ
る
者
」
と
は
異
な
る
と

主
張
し
て
い
る
。
で
は
、
孟
子
の
言
、
つ
「
不
可
得
」
の
状
況
と
は
何

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
父
で
あ
る
君
主
と
の
関
係
に
よ

る
と
す
ん
説
、
及
ぴ
、
正
夫
人
と
の
関
係
に
よ
る
と
す
ふ
能
町
二
説

倉
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
妾
腹
の
庶
子
と
い
う
身

片
分
か
ら
生
じ
た
制
約
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
か

説
ら
、
孟
子
は
、
「
親
|
子
」
の
関
係
を
基
本
と
し
た
喪
礼
的
規
定
を
重

惜
視
す
る
一
方
で
、
こ
の
地
位
に
応
じ
た
期
間
・
文
飾
の
改
変
を
認
め

と
る
立
場
を
取
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

相
川
例
え
ば
、
孟
子
に
は
「
後
喪
」
(
母
の
葬
【
品
開
)
を
「
前
喪
」
(
父
の

「
の
葬
儀
)
よ
り
も
は
る
か
に
立
派
に
挙
行
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

軒
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
孟
子
の
敵
対
者
た
ち
に
孟
子
を
庇
め
る
恰
好
の

口
実
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
魯
の
平
公
が
自
ら
孟
子
に
会
い
に

5
出
か
け
よ
う
と
し
た
時
、
「
要
人
」
(
君
主
の
お
気
に
入
り
の
家
来
)

の
戚
倉
は
平
八
ム
を
留
め
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
(
威
倉
田
)
礼
義
由
賢
者
出
、
而
孟
子
之
後
喪
輪
前
喪
、
君
無
見

駕、」

(
梁
恵
王
下
篇
)

こ
の
滅
倉
の
言
葉
に
従
い
、
会
見
を
中
止
し
た
平
公
に
対
し
、
当

時
魯
に
臣
下
と
し
て
仕
え
て
い
た
孟
子
の
弟
子
楽
正
子
は
突
然
の
心

変
わ
り
の
理
由
を
問
い
質
し
、
さ
ら
に
、
師
孟
子
の
た
め
に
弁
護
を

試
み
る
。

「
楽
正
子
入
見
目
、
君
実
為
不
見
孟
軒
也
、
目
、
或
告
寡
人
目
、

孟
子
之
後
喪
蹴
前
喪
、
是
以
不
往
見
也
、
目
、
何
哉
、
君
所
謂
論
者
、

前
以
士
、
後
以
大
夫
、
前
以
三
鼎
、
而
後
以
五
鼎
与
、
目
、
否
、
謂

棺
梓
衣
会
之
美
也
、
目
、
非
所
謂
撤
也
、
貧
富
不
同
也
、
」

(
梁
古
川
王
下
篇
)

一
方
、
孟
子
自
身
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
弁
明
し

て
い
る
。

「
古
者
椋
梓
無
度
、
中
古
棺
七
寸
、
梓
称
之
、
自
天
子
達
於
庶

人
、
非
直
為
観
美
也
、
然
後
尽
於
人
心
、
不
得
、
不
可
以
為
悦
、
無

財
、
不
可
以
為
悦
、
得
之
一
附
有
財
、
古
之
人
皆
用
之
、
吾
何
為
独
不

然
、
且
比
化
者
、
無
使
土
親
膚
、
於
人
心
独
無
佼
乎
、
吾
開
之
、
君

子
不
以
天
下
倹
其
親
、
」

(
公
孫
丑
下
篇
)

孟
子
の
言
う
最
後
の
言
葉
、
「
君
子
は
天
下
の
川
町
に
其
肉
親
に
倹
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に
せ
ず
」
は
、
こ
の
場
合
「
後
喪
」
を
華
美
に
行
な
っ
た
理
由
と
は

な
り
得
な
い
。
「
前
聾
」
は
つ
ま
し
く
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
「
前
喪
」
に
比
較
し
て
「
後
喪
」
を
派
手
や
か
に
し
た
理
由
、
そ

れ
は
「
得
之
而
有
財
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
士
か
ら
大
夫
へ
と
地

位
が
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
喪
礼
の
規
定
の
ラ
ン
ク
が
上
が
り
、

よ
り
盛
大
な
葬
儀
を
挙
行
す
る
こ
と
が
制
度
上
可
能
と
な
っ
た
こ
と

(
「
得
之
」
)
、
及
ぴ
、
地
位
の
上
昇
に
伴
う
俸
織
の
増
加
に
よ
っ
て
、

そ
の
大
夫
の
地
位
に
相
応
し
い
葬
儀
を
行
な
う
財
力
が
整
っ
た
こ
と

(
「
有
財
」
)
、
上
記
の
二
点
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
孟
子
の
喪
礼
は
、
決
し
て
「
親
子
」
向
原
理
の

み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
「
親

l
子
」
と

と
も
に
彼
の
札
制
を
支
え
る
「
君
臣
」
向
原
理
が
関
与
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
斉
の
宣
王
の
「
礼
に
は
旧
君
の
為
に
も
服

か

有
り
、
何
如
な
れ
ば
斯
ち
為
に
服
す
可
き
か
」
(
離
婁
下
篇
)
と
い

う
質
問
と
、
そ
の
私
を
解
説
す
る
孟
子
の
言
葉
等
か
ら
も
充
分
首
肯

さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

こ
町
二
つ
の
原
理
的
関
係
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
結
局
、
孟

子
の
説
く
礼
は
、
「
親
子
」
「
君
|
臣
」
等
、
数
種
の
階
級
秩
序
を

構
成
す
る
原
理
の
集
合
体
と
一
言
一
同
う
こ
と
が
で
き
る
。

孟
子
は
言
う
、

「
仁
之
実
、
事
親
是
也
、
義
之
実
、
従
兄
是
也
、

二
者
弗
去
是
也
、
礼
之
突
、
節
文
斯
二
者
是
也
、
」

智
之
実
、

知
斯

(
離
婁
上
篇
)

と
こ
ろ
で
、
孟
子
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
分
業
論
が
あ
り
、
彼

は
そ
こ
で
、
階
級
的
分
業
制
の
も
と
に
経
済
の
流
通
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
社
会
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
と
の
説
明
を
行
な
う
。

「
(
孟
子
日
)
夫
牒
壌
地
補
小
、
将
為
君
子
駕
、
将
為
野
人
駕
、

無
君
子
英
治
野
人
、
無
野
人
英
養
君
子
、
」

(
際
文
公
上
篇
)

「
(
孟
子
日
)
然
則
治
天
下
、
独
可
耕
且
為
与
、
有
大
人
之
事
、
有

小
人
之
事
、
且
一
人
之
身
、
而
百
工
之
所
為
備
、
如
必
自
為
而
後
用

之
、
是
率
天
下
而
路
也
、
故
目
、
或
労
心
、
或
労
力
、
労
心
者
治
人
、

労
力
者
治
於
人
、
治
於
人
者
食
入
、
治
人
者
食
於
入
、
天
下
之
通
義

也、」

(
膝
文
公
上
篇
)

「
(
孟
子
)
目
、
子
不
通
功
易
事
以
羨
補
不
足
、
則
農
有
除
菜
、
女

有
徐
布
、
子
如
通
之
、
則
梓
匠
・
輪
輿
、
皆
得
食
於
子
、
」

(
牒
文
公
下
篇
)

そ
し
て
、
こ
の
社
会
の
運
営
に
不
可
欠
な
階
級
秩
序
を
与
え
て
く

れ
る
も
の
こ
そ
が
、
正
し
く
礼
に
他
な
ら
な
い
の
で
み
出
。

故
に
孟
子
は
言
、
っ
、
「
礼
義
無
け
れ
ば
、
則
ち
上
下
乱
る
」
(
尽

心
下
篇
)
と
。

孟
子
的
思
想
が
礼
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

首
肯
さ
れ



き
て
、
こ
れ
ま
で
の
所
で
は
、
孟
子
の
思
想
が
外
的
価
値
を
も
認

め
る
立
場
を
取
り
、
そ
の
上
、
礼
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
来
た
が
、
で
は
、
そ
の
礼
と
性
普
説
と
は
ど
の
よ
う
な

係
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ロ

そ
こ
で
次
に
章
を
改
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
行

く
こ
と
に
す
る
。

第
二
章

性
善
説
の
意
義
と
構
造

付
性
普
説
の
意
義

周
知
の
よ
う
に
、
孟
子
の
性
善
説
は
、
人
聞
が
普
に
向
か
い
得
る

u
b
 

根
拠
を
等
し
並
に
人
間
内
部
に
設
定
し
、
素
質
の
上
か
ら
見
た
聖
凡

一
体
の
立
場
か
ら
、
す
べ
て
の
人
聞
に
努
力
を
促
す
、
と
い
う
点
に

倉
そ
の
第
一
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

片
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
聖
凡
一
体
の
立
場
か
ら
説
か
れ
る
性
善
の

説
主
張
は
、
論
理
的
必
然
と
し
て
、
次
的
二
つ
の
疑
問
に
解
答
を
与
え

惜
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
を
、
自
ら
背
負
う
こ
と
の
宣
言
を
も
意
味
す

〉』

'hv

。

」L
 

キ「町子孟

問
一
、
「
悪
は
ど
こ
か
ら
発
生
す
る
の
か
U

間
二
、
「
人
間
に
賢
愚
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
何
故
か
U

後
者
に
つ
い
て
は
、
立
論
の
都
合
上
、
本
論
の
最
後
に
触
れ
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
前
者
の
問
い
に
限
っ
て
孟
子
の
与
え
る
解
答
を

7

吟
味
し
つ
つ
、
さ
ら
に
性
善
説
の
考
察
を
進
め
て
行
こ
う
。

ま
ず
、
悪
の
発
生
に
関
す
る
孟
子
町
説
明
と
し
て
、
第
一
に
思
い

起
こ
さ
れ
る
の
が
有
名
な
「
牛
山
の
木
」
の
替
え
を
用
い
た
普
性
喪

失
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
孟
子
は
、
人
聞
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た

普
性
も
、
養
い
育
て
る
こ
と
を
怠
れ
ば
尽
き
果
て
て
し
ま
い
、
結
果

と
し
て
は
、
「
其
の
禽
獣
を
違
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
(
告
子
上
篇
)

と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

説
明
か
ら
は
、
孟
子
の
考
え
て
い
た
普
性
が
、
失
わ
れ
る
と
い
う
性

質
を
持
ち
、
ま
た
、
そ
の
維
持
並
ぴ
に
育
成
に
は
主
体
的
努
力
が
必

要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ご
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
失
わ
れ
る
理
由
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
普
性
喪
失
の
原
理
に

つ
い
て
の
説
明
は
、
孟
子
の
欲
望
論
か
ら
推
察
す
る
以
外
に
は
な

こ
れ
も
ま
た
、
今
で
は
既
に
周
知
的
事
実
で
あ
る
が
、
孟
子
の
説

く
性
は
、
五
官
の
欲
望
を
も
そ
の
内
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
、
欲
望
そ
れ
自
体
を
悪
と
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
過
度
の

追
求
が
悪
を
生
み
出
す
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

孟
子
が
常
に
「
利
」
の
追
求
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
「
寡
欲
」

を
「
養
心
」
の
第
一
歩
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
点

を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
は
言
、
ぇ
、
孟
子
の
場
合
、

悪
の
発
生
に
関
す
る
議
論
は
か
な
り
暖
味
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

問
題
は
む
し
ろ
、
そ
れ
が
何
故
暖
味
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
、
と
い
う
点
に
か
け
ら
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
恐
ら
く
第
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一
に
、
孟
子
に
と
っ
て
悪
な
る
も
の
は
、
混
乱
し
た
現
実
的
社
会
と

し
て
、
ま
た
楊
墨
の
徒
に
代
表
さ
れ
る
諸
家
の
邪
説
と
し
て
、
眼
前

に
立
ち
は
だ
か
る
強
固
な
現
実
的
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
発
生

起
源
に
係
わ
る
議
論
を
精
密
に
す
る
よ
り
は
、
そ
の
悪
を
い
か
に
打

倒
す
る
か
が
緊
急
円
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

「
聖
王
不
作
、
諸
侯
放
恋
、
処
士
横
議
、
楊
朱
・
墨
翠
之
言
盈
天

下
、
(
中
略
)
公
明
儀
目
、
庖
有
肥
肉
、
康
有
肥
馬
、
民
有
飢
色
、
野

有
餓
字
、
此
率
獣
而
食
人
也
、
楊
・
墨
之
道
不
息
、
孔
子
之
道
不
著
、

是
邪
説
謹
民
、
充
塞
仁
義
也
、
則
率
獣
食
入
、
人
将
相
食
、
」

(
牒
文
公
下
篇
)

孟
子
の
不
動
心
論
は
、
こ
の
悪
の
渦
巻
く
現
実
的
中
に
あ
っ
て
、

自
己
の
主
体
性
を
確
立
し
、
実
践
へ
と
突
き
進
む
道
程
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
前
述
の
孟
子
の
意
識
を
読
み
取
る
こ

と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
孟
子
町
不
動
心
論
は
、
告
子
の
不
動
心
論
(
「
不

得
於
言
、
勿
求
於
心
、
不
得
於
心
、
勿
求
於
気
」
《
公
孫
丑
上
篇
》

と
い
う
主
張
。
納
得
し
か
ね
る
他
者
の
言
説
を
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
不
動
心
が
確
立
す
る
と
さ
れ
る
。
)
と
は
異
な
り
、
気
の
思
想
を
用

い
、
他
者
の
言
説
に
も
耳
を
傾
げ
る
た
め
の
若
干
の
配
慮
を
示
す
も

【
問
日

の
で
は
あ
る
が
、
他
者
の
言
説
を
判
別
す
る
「
知
雷
同
」
の
基
準
は
初

め
か
ら
用
意
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
基
準
は
す
べ
て
否
定
す
べ

《
初
》

き
邪
説
を
見
抜
く
方
法
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
で
は
告
子
の
不
動
心
論
と
の
聞
に
大
い
な
る
差
異
は
認
め

難
い
。
こ
の
点
は
、
次
の
尽
心
上
篇
的
資
料
か
ら
も
確
認
さ
れ

'hv

。
君
子「
所君
性子
、所

仁性
義
ネL難
智大
、行

根不
於ー加
，心互駕
」

雄
窮
居
不
損
駕
、

分
定
放
也
、

(
尽
心
上
篇
)

こ
の
よ
う
に
、
孟
子
の
性
善
説
を
構
成
す
る
種
々
の
議
論
に
は
、

外
な
る
悪
に
対
し
て
内
な
る
善
を
養
い
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
立
場
か
ら
の
主
張
が
強
く
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
、
孟
子

を
内
を
重
視
す
る
思
想
家
と
評
価
す
る
従
来
の
解
釈
も
、
以
上
の
よ

う
な
角
度
か
ら
性
善
説
を
考
察
す
る
限
り
に
お
い
て
、
確
か
に
首
肯

さ
れ
る
べ
き
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
孟
子
の
性
善
説
も
、
社
会
階
級
と

の
関
連
か
ら
そ
の
構
造
に
光
を
当
て
た
場
合
、
従
来
閑
却
祝
さ
れ
て

い
た
新
た
な
る
意
義
と
、
礼
町
内
面
化
の
実
態
を
示
す
指
標
と
を
含

む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

口
性
善
説
と
階
級
秩
序

既
に
見
た
よ
う
に
、
孟
子
向
性
善
説
に
お
い
て
、
万
人
が
所
有
す

る
と
さ
れ
る
「
四
端
」
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
側
隠
之

心
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
仁
之
端
」
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
『
孟
子
』
の
中
に
散
見
す
る
、
「
仁
者
愛
人
」
(
離
婁

下



篇
)
、
「
仁
也
者
人
也
」
(
尽
心
下
篇
)
、
「
仁
者
以
其
所
愛
、
及
其
所

不
愛
」
(
同
上
)
等
の
資
料
か
ら
す
る
と
、
「
仁
」
と
は
単
に
人
を
愛

す
る
心
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
「
親
親
、
仁
也
」
(
尽
心
上
篇
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
儒
家
伝
統
の
差
等
愛
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
実
質
は
家
内
秩
序
を
維
持
す

る
の
に
不
可
欠
の
徳
(
「
仁
之
実
、
事
親
是
也
」
《
離
婁
上
篇
》
)

で
あ
り
、
ま
た
、
観
念
的
に
は
社
会
秩
序
を
成
り
立
た
せ
る
根
本
の

徳
(
「
事
親
、
事
之
本
也
」
《
向
上
》
)
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
端
本
が
「
差
悪
之
心
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
「
義
」
も
、
こ

の
「
仁
」
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
『
孟
子
』
の
中
で
は
「
利
」

と
の
対
比
の
上
か
ら
説
か
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
ま
た
、
「
義
之
実
、

従
兄
是
也
」
(
離
婁
上
篇
)
と
い
う
用
例
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ

倉
ば
、
や
は
り
家
内
秩
序
を
維
持
す
る
徳
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

片
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
、
性
善
説
と
の
係
わ
り
の
中
で
は
「
仁
」

説
「
義
」
と
も
に
、
こ
の
家
内
秩
序
を
維
持
す
る
徳
と
し
て
の
面
が
強

惜
調
さ
れ
、
四
端
説
の
末
、
及
ぴ
、
良
知
説
的
中
で
は
次
の
よ
う
に
言

と
わ
れ
て
い
る
。

川
山
「
凡
有
四
端
於
我
者
、
知
皆
拡
而
充
之
失
、
若
火
之
始
然
、
泉
之

「の
始
達
、
有
能
充
之
、
足
以
保
四
海
、
荷
不
充
之
、
不
足
以
事
父
母
、
」

軒

(

公

孫

丑

上

篇

)

「
孟
子
目
、
人
之
所
不
学
而
能
者
、
其
良
能
也
、
所
不
慮
而
知
者
、
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其
良
知
也
、
抜
提
之
童
、
無
不
知
愛
其
親
者
、
及
其
長
也
、
無
不
知

無
他
、
達
之
天
下
也
、
」

(
尽
心
上
篇
)

以
上
の
帯
、
か
ら
す
れ
ば
、
性
善
説
に
お
け
る
孟
子
の
吋
仁
」
は

「
孝
」
を
、
ま
た
「
義
」
は
「
悌
」
を
意
味
し
て
い
た
と
、
ひ
と
ま

ず
は
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
、
事
実
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
孟
子
の

「
義
」
は
、
「
君
臣
有
義
」
(
牒
文
公
上
篇
)
、
「
事
君
無
義
」
(
離

婁
上
篇
)
、
「
義
之
於
君
臣
也
」
(
尽
心
下
篇
)
等
の
よ
う
に
、

「
君
|
臣
」
の
関
係
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
タ
ム
だ
か
ら
で
あ

《
必
。
し
か
も
、
斉
の
大
夫
景
丑
の
言
葉
、
「
内
則
父
子
、
外
則
君
臣
」

(
公
孫
丑
上
篇
)
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
君
|
臣
」
は
当
時
、
一

般
に
は
、
家
内
秩
序
と
は
別
の
、
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
原
理
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
父
子
」
に

基
づ
く
家
内
秩
序
と
、
「
君
臣
」
に
基
づ
く
社
会
秩
序
と
は
、
家
の

内
と
外
と
い
う
場
の
違
い
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
両
立
し
得
る
も

の
で
あ
り
、
も
し
両
者
が
場
を
同
じ
〈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
立
す

【幻》

る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。
孟
子
が
門
人
挑
応
か
ら
、
「
舜
天
子
為

り
、
皐
陶
士
為
り
、
瞥
眼
人
を
殺
さ
ば
、
則
ち
之
を
如
何
せ
ん
、
」

(
尽
心
上
篇
)
と
い
う
質
問
を
受
け
、
結
局
、
天
子
の
位
を
捨
て

る
と
い
う
行
為
、
す
な
わ
ち
、
一
方
の
原
理
(
君
|
臣
)
を
排
除
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
答
を
与
え
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら

も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
、
孟
子
が
何

敬
其
兄
也
、

親
親
、

義
也
、

仁
也
、

敬
長
、



。
故
一
方
で
こ
の
「
君
|
臣
」
と
い
う
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
原
理
に
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し
た
「
義
」
と
い
う
言
葉
を
、
他
方
で
は
「
兄
|
弟
」
と
い
う
原

理
に
基
づ
く
家
内
秩
序
を
維
持
す
る
徳
と
し
て
用
い
た
の
か
と
い
う

点
に
絞
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

家
内
秩
序
と
社
会
秩
序
と
の
決
定
的
な
違
い
は
果

し
て
何
処
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
前
者
が
、
「
父
子
」
及
ぴ

「
兄
弟
」
と
い
う
骨
肉
向
原
理
に
基
づ
〈
自
然
必
然
的
根
拠
を
持
っ

た
秩
序
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
成
立
根
拠
の
希
薄
な
秩
序
で
あ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
孟
子
町
時
代
に
は
、
「
賞
戚
之

卿
」
(
万
章
下
篇
)
と
い
う
一
言
葉
に
示
さ
れ
る
如
く
君
主
と
臣
下
の

あ
る
者
の
問
に
は
親
戚
関
係
が
あ
り
、
ま
た
、
君
位
の
継
承
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
官
位
の
多
く
は
世
襲
制
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
世
襲
制
は
単
に
家
系
に
よ
っ
て
官
位

を
伝
え
る
制
度
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
確
か
に
既
成
の
社
会
秩
序
を

維
持
す
る
役
割
は
果
す
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
君
主
と
臣
下
と
い
う
、

い
わ
ば
縦
の
関
係
の
成
立
根
拠
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
君
主
と
す
べ
て
の
臣
下
の
問
に
親
戚
関
係
が
な
い
以
上
、
社
会

秩
序
が
骨
肉
向
原
理
に
基
づ
い
て
序
列
さ
れ
得
る
筈
も
な
く
、
結
局
、

部
分
的
に
は
骨
肉
の
原
理
に
基
づ
く
要
素
を
含
み
つ
つ
も
、
一
つ
の

国
を
総
体
と
し
て
見
た
場
合
、
「
君
|
臣
」
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
社
会
秩
序
は
、
成
立
根
拠
の
薄
弱
な
秩
序
で
あ
っ
た
と
一
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
と
、
す
れ
ば
、
孟
子
が
「
君

l
臣
」
に
用
い
た

「
義
」
を
、
一
方
で
「
兄
|
弟
」
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
家
内
秩
序

を
維
持
す
る
徳
と
し
て
用
い
た
理
由
も
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
孟
子
は
、
社
会
秩
序

の
持
つ
根
拠
の
薄
弱
さ
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
目
的
で
「
君
臣
」
に

用
い
た
「
義
」
を
「
兄
|
弟
」
に
も
用
い
、
人
聞
の
内
部
に
位
置
づ

け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ふ
出
。

事
実
、
『
孟
子
』
に
は
、
『
大
学
』
町
八
条
自
の
「
修
身
」
以
下
の

部
分
と
類
似
し
た
天
下
国
家
論
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
社
会
秩
序
を

個
人
に
基
盤
を
置
く
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
る
。

「
孟
子
目
、
人
有
恒
言
、
皆
目
、
天
下
国
家
、

国
之
本
在
家
、
家
之
本
在
身
、
」

天
下
之
本
在
園
、

(
離
婁
上
篇
)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
社
会
秩
序
は
「
尊
賢
」

と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張

も
、
孟
子
に
お
い
て
は
有
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
目
を
転
じ
て
、

孟
子
に
お
け
る
尊
賢
思
想
を
性
善
説
と
の
係
わ
り
か
ら
見
て
行
く
こ

と
に
し
よ
う
。

臼
尊
賢
思
想
と
性
善
説

孟
子
に
お
け
る
尊
賢
の
思
想
は
、
そ
の
当
面
の
目
的
に
応
じ
た
二

通
り
の
現
わ
れ
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
他
国
出
身
の
人

聞
を
採
用
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
孟

子
自
身
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
政
治
技
術
と
才
能
と
を
頼



リ
に
諸
国
を
遊
説
す
る
諸
子
が
百
出
し
た
、
戦
国
期
と
い
う
特
殊
な

時
代
状
況
を
受
け
、
そ
の
有
能
な
人
材
を
自
国
の
秩
序
の
中
に
取
り

込
む
原
理
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
悦
賢
不
能
挙
、
又
不
能
養
也
、
可
謂
悦
賢
子
、
」

(
万
章
下
篇
)

「
孟
子
目
、
尊
賢
使
能
、
俊
傑
在
位
、
則
天
下
之
士
、
皆
悦
而
願

立
於
其
朝
失
、
」

(
公
孫
丑
上
篇
)

し
か
し
、
こ
の
公
孫
丑
上
篇
の
資
料
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う

に
、
他
国
内
賢
者
を
自
閣
の
社
会
秩
序
に
取
り
込
む
た
め
に
は
、
自

国
の
社
会
秩
序
が
尊
賢
向
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
孟
子
に
と
っ
て
強
固
な
国
家
を
実
現
す
る

倉
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
も
あ
っ
た
。

片
「
孟
子
目
、
仁
則
栄
、
不
仁
則
辱
、
今
悪
辱
而
唐
不
仁
、
是
猶
悪

説
湿
而
居
下
也
、
如
悪
之
、
英
如
貴
徳
而
尊
士
、
賢
者
在
位
、
能
者
在

惜
職
、
国
家
問
暇
、
及
是
時
明
其
政
刑
、
雄
大
国
必
畏
之
失
、
」

と

(

公

孫

丑

上

篇

)

L

「
是
以
惟
仁
者
宜
在
高
位
、
不
仁
而
在
高
位
、
是
播
其
悪
於
衆

「の
也
、
」

子孟

そ
し
て
、

(
離
婁
上
篇
)

こ
こ
に
孟
子
が
主
張
す
る
尊
賢
思
想
の
第
二
町
目
的
が

1
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あ
っ
た
。

孟
子
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

「
孟
子
目
、
天
下
有
道
、
小
徳
役
大
徳
、

道
、
小
役
大
、
弱
役
強
、
」

小
賢
役
大
賢
、

天
下
無

(
離
婁
上
篇
)

之
の
下
文
に
、
「
今
也
小
国
師
大
国
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
国
家
同
士
の
関
係
で
あ
り
、

従
っ
て
、
孟
子
の
尊
賢
に
よ
る
序
列
は
単
に
一
国
内
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
国
家
聞
の
「
小
徳
役
大
徳
、
小
賢
役
大
賢
」
と
い
う
関

係
の
実
現
を
通
し
て
、
世
界
全
体
的
秩
序
に
拡
大
さ
れ
る
べ
き
も
円

で
あ
っ
た
。
果
し
て
、
仁
政
を
行
な
っ
た
君
主
に
よ
っ
て
天
下
が
統

一
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
有
名
な
孟
子
町
王
道
思
想
も
、
こ
の
尊
賢
に

よ
る
序
列
か
ら
構
想
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
国
家
内
町
尊
賢
に
よ
る
序
列
に
話
を
も
ど
す
と
、
孟
子

は
そ
れ
を
何
如
な
る
手
段
に
よ
っ
て
実
現
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
眼
前
に
あ
る
旧
来

の
社
会
秩
序
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

総
体
的
に
見
れ
ば
、
成
立
根
拠
が
極
め
て
薄
弱
な
秩
序
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
孟
子
が
も
し
、
無
前
提
に
こ
の
尊
賢
に
よ
る
序
列
を
社
会

に
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
旧

来
の
社
会
秩
序
の
破
壊
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
主
張
は
、
し
ば
し
ば
「
徳
」
と

「
賢
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
峻
味
さ
故
に
、
孟
子

同
義
に
使
わ
れ
る
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が
最
も
忌
む
べ
き
も
の
と
し
た
下
魁
上
向
風
潮
に
、
恰
好
的
口
実
を

与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
孟
子
の
性
善
説
は
、
正
し
く
、

こ
の
尊
賢
思
想
の
独
り
歩
き
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
の
も
の
で

《ぉ，

あ
っ
た
。

孟
子
は
「
君
臣
」
に
用
い
た
「
義
」
を
、
「
兄
弟
」
と
い
う

原
理
に
基
づ
く
家
内
秩
序
を
維
持
す
る
徳
に
定
義
し
直
し
、
そ
の
端

本
を
「
差
悪
之
心
」
と
し
て
人
聞
の
内
部
に
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
、

「
礼
の
実
、
斯
の
二
者
(
仁
と
義
)
を
節
文
す
る
是
れ
な
り
」
(
離

婁
上
篇
)
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
如
く
、
家
内
秩
序
と
社
会
秩

序
と
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
調
節
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
旧
来
的
階
級
秩
序

円
規
範
と
な
っ
て
い
た
「
礼
」
を
、
こ
れ
ま
た
、
そ
れ
を
守
る
人
間

の
心
に
置
き
換
え
、
そ
の
端
本
を
「
辞
譲
之
心
」
「
恭
敬
之
心
」
と
し

て
人
間
の
内
部
に
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
孟
子
は
こ
の
二
つ
の
操

作
を
人
間
的
牲
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
普
性
を
修
養
し
た

暁
に
誕
生
す
る
賢
者
は
、
少
な
く
と
も
自
己
的
意
志
で
は
生
ま
れ
つ

い
た
階
級
を
越
え
る
こ
と
の
な
い
人
物
で
あ
る
と
想
定
し
た
の
で

あ
っ
た
。

孟
子
の
性
善
説
が
果
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
隠
さ
れ
た
あ
る
一
つ
の
意
味
が
箆
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
孟
子
の
性
善
説
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
社
会
階
級
に
属
す
る
人
間
に
、
努
力
次
第
で
そ
の
自
ら
の

階
級
に
相
応
し
い
徳
を
持
っ
た
賢
者
に
な
れ
る
と
い
う
保
証
を
与
え

き
て
、

る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
そ
の
保
証
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孟

子
の
思
想
は
、
眼
前
の
社
会
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
尊
賢
に

よ
る
序
列
を
実
現
し
得
る
根
拠
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

孟
子
の
性
善
説
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四

端
を
前
提
と
し
、
君
主
の
能
力
の
開
発
を
約
束
し
た
次
的
資
料
の
持

つ
意
味
も
、
よ
り
以
上
に
鮮
明
な
も
の
と
な
ろ
う
。

「
人
之
有
是
四
端
也
、
猶
其
有
四
体
也
、
有
是
四
端
、
而
自
調
不

能
者
、
自
賊
者
也
、
謂
其
君
不
能
者
、
賊
其
君
者
也
、
」

(
公
孫
丑
上
篇
)

「
責
難
於
君
、
謂
之
恭
、
陳
普
閉
邪
、
謂
之
敬
、
吾
君
不
能
、
謂

之
賊
、
」

(
離
婁
上
筒
)

孟
子
的
思
想
が
実
践
に
移
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
教
化

と
い
う
手
段
以
外
、
何
等
の
方
策
も
見
出
き
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
教
化
は
『
孟
子
』
の

全
篇
で
強
調
さ
れ
、
君
子
の
職
務
は
君
主
、
及
び
子
弟
町
教
化
に
あ

る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

「
君
子
之
事
君
也
、

務
引
其
君
以
当
道
志
於
仁
而
己
、
」

(
告
子
下
街
)

則
安
富
尊
栄
、
其
子

「
孟
子
目
、
君
子
居
是
国
也
、

弟
従
之
、
則
孝
悌
忠
信
、
」

其
君
用
之
、

尽
'L、

上
筒
)



と
り
わ
け
君
主
が
教
化
の
対
象
に
選
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
政
治
権

力
が
一
国
に
及
ぽ
す
影
響
に
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
孟
子

は
言
、
っ
ロ

「
孟
子
日
、
人
不
足
与
適
也
、
政
不
足
問
也
、
惟
大
人
為
能
格
君

心
之
非
、
君
仁
莫
不
仁
、
君
義
英
不
義
、
君
正
英
不
正
、
一
正
君
而

固
定
失
、
」

(
離
婁
上
篇
)

時
に
は
賢
者
と
君
主
と
の
関
係
が
、
「
友
」
、
も
し
く
は

「
師
」
と
い
う
一
一
言
葉
で
説
明
(
万
章
下
篇
)
さ
れ
、
さ
ら
に
「
不

召
之
臣
」
(
公
孫
丑
下
篇
)
が
説
か
れ
る
な
ど
、
賢
者
が
社
会
秩
序

か
ら
超
然
た
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
も
す
べ
て
、
教
化
を
唯
一
の
手
段
と
し
て
社
会
秩
序
に
尊
賢
に

倉
よ
る
序
列
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
発
想
で

片
あ
る
。
何
故
な
ら
、
現
実
的
社
会
秩
序
の
外
に
い
る
人
間
で
あ
っ
て

・
世
初
め
て
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
聞
を
教
化
す
る
こ
と
が
可
能
的
筈
な
の

H
円

《

情

的

》

醐
だ
か
ら
。

と
も
っ
と
も
、
孟
子
も
、
現
実
的
社
会
階
級
を
超
え
た
賢
者
登
用
円

札
必
要
性
を
説
く
こ
と
が
あ
る
。

「円
「
国
君
進
賢
、
如
不
得
己
、

計
与
、
」 ま

た
、

将
使
卑
蹴
尊
、

疏
撒
戚
、

可
不
慎
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(
梁
恵
王
下
篇
)

そ
れ
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
必
然
性
が
あ
っ
て
町
こ
と
で

し
か
し
、

極
め
て
慎
重
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
主
ら
な
い
種
類
の
も
の
で

あ
っ
た
。
故
に
孟
子
は
言
、
っ
、

「
左
右
皆
目
賢
、
未
可
也
、

日
賢
、
然
後
察
之
、
見
賢
薦
、

みの

n，、

諸
大
夫
皆
目
賢
、

然
後
用
之
、
」

未
可
也
、

国
人
皆

(
向
上
)

社
会
階
級
を
超
え
た
人
材
の
登
用
は
、
万
人
が
認
め
る
賢
者
で
あ
っ

て
初
め
て
可
能
と
さ
れ
、
し
か
も
、
最
終
的
判
断
は
あ
く
ま
で
君
主

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら
の
意
志
で
上
位
者
を
凌
ぐ
人

聞
な
ど
、
初
め
か
ら
考
慮
の
外
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
見
こ
れ
ら
の

立
場
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
孟
子
の
革
命
説
で
さ
え
、
草

【幻】

命
を
行
な
え
る
者
が
「
貴
戚
之
卿
」
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思

い
起
こ
せ
ば
、
孟
子
の
思
想
的
全
貌
も
、
略
明
ら
か
な
も
の
と
な

噌
令
。

孟
子
の
思
想
と
は
、
現
実
的
階
級
秩
序
内
枠
組
み
の
み
な

そ
の
構
成
貝
を
も
保
全
し
た

L
説
、
彼
ら
の
能
力
を
開
発
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
尊
賢
に
よ
る
序
列
を
実
現
し
、
社
会
を
機
能
的
に

改
変
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
で
当
面
の
課
題
の
検
討
を
終
え
た
こ
と
と
し
、
最
後

に
残
さ
れ
た
、
「
人
間
に
賢
愚
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
何
故
か
U

と

い
う
聞
い
に
対
す
る
孟
子
町
解
答
を
吟
味
し
つ
つ
、
本
論
を
締
め
括

る
こ
と
と
し
た
い
。

結
局
、

ら
ず
、
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第
三
章

大
人
と
小
人

賢
者
と
愚
者
向
違
い
、
も
し
そ
れ
が
実
際
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
意

味
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
差
違
は
さ
程
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
孟
子
の
思
想
が
尊
賢
に
よ
る
序
列
を
現
実

的
社
会
秩
序
の
中
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

そ
れ
は
無
視
で
き
な
い
問
題
を
苧
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
孟
子
』

の
中
で
、
賢
者
と
愚
者
の
違
い
は
、
し
ば
し
ば
支
配
者
と
被
支
配
者
の

違
い
に
重
ね
合
わ
せ
て
説
か
れ
、
結
局
そ
れ
は
、
人
間
が
人
間
を
支
配

す
る
行
為
を
正
当
化
す
る
理
論
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
孟
子
の
定
義
す
る
民
衆
、
そ
れ
は
自
主
性
を
持
た
ず
、

外
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
の
み
行
動
す
る
人
々
で
あ
り
、
守
的
点

で
、
士
・
君
子
と
は
そ
向
性
格
を
大
い
に
異
に
し
た
存
在
で
あ
る
。

「
無
恒
産
而
有
恒
心
者
、
惟
士
為
能
、
若
民
、
則
無
恒
産
、

恒
心
、
L

因
無

(
梁
恵
王
上
篇
)

「
上
有
好
者
、
下
必
有
甚
罵
者
失
、
君
子
之
徳
、
風
也
、
小
人
之

徳
、
草
也
、
草
尚
之
風
必
値
、
」

(
膝
文
公
上
篇
)

「
孟
子
目
、
行
之
而
不
著
駕
、
習
失
而
不
祭
駕
、
終
身
由
之
、
而

不
知
其
道
者
、
衆
也
、
」

(
尽
心

上
篇
)

「
孟
子
目
、
待
文
王
而
後
興
者
、
凡
民
也
、
若
夫
豪
傑
之
士
、
雌

無
文
王
猶
興
、
」

同
上
)

も
っ
と
も
、
孟
子
が
斯
く
主
張
し
た
意
図
は
、
民
衆
は
こ
の
よ
う

に
自
主
性
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に
罪
を
犯
さ

せ
、
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
た
原
因
は
す
べ
て
君
子
に
あ
る
と
し
て
、

そ
の
責
任
を
追
及
し
、
自
覚
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ

ス
w
o

「
苛
無
恒
心
、
放
跨
邪
修
、
無
不
為
己
、
及
陥
於
罪
、
然
後
従
而

刑
之
、
是
岡
民
也
、
鴬
有
仁
人
在
位
、
問
民
而
可
為
也
、
」

(
梁
恵
王
上
篇
)

と
は
号
一
同
え
、
や
は
り
問
題
に
な
る
の
は
、
性
を
同
じ
く
す
る
筈
の

人
聞
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
遠
い
が
何
故
生
じ
て
く
る
の
か
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。

孟
子
の
弟
子
、
公
都
子
の
疑
問
も
正
し
く
そ
の
地
点
か
ら
発
せ
ら

れ
た
も
め
で
あ
っ
た
。

ひ
と

「
公
都
子
問
い
て
日
く
、
鈎
し
く
是
れ
人
な
る
に
、
或
い
は
大
人

と
為
り
、
或
い
は
小
人
と
為
る
は
、
何
ぞ
や
U

こ
れ
に
答
え
て
孟
子
は
一
言
、
っ
、

「
孟
子
日
く
、
其
の
大
体
に
従
え
ば
大
人
と
為
り
、

従
え
ば
小
人
と
為
る
U

「
大
体
」
「
小
体
」
と
は
、
前
章
の

其
の
小
体
に

「
体
有
賞
践
、

有
小
大
」

か
ら



す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
身
体
の
う
ち
の
重
要
な
部
分
と
、
さ
も
な
い
部

分
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
大
体
」
「
小
体
」

が
具
体
的
に
は
何
処
を
言
っ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
、

「
大
体
」
に
従
う
人
間
と
、
「
小
体
」
に
従
う
人
聞
と
い
う
途
い
が

出
て
来
る
理
由
も
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
公
都
子
は
、
さ
ら
に
執
鋤

な
質
問
を
続
け
る
。

「
日
く
、
鈎
し
く
是
れ
人
な
る
に
、
或
い
は
其
の
大
体
に
従
い
、

或
い
は
其
の
小
体
に
従
う
は
、
何
ぞ
や
日

こ
の
間
い
に
対
す
る
孟
子
の
答
え
は
極
め
て
峻
昧
で
あ
る
。

「
回
く
、
耳
目
の
官
は
、
思
わ
ず
し
て
物
に
蔽
わ
る
。
物
、
物
に

交
わ
れ
ば
則
ち
之
を
引
く
の
み
。
心
的
官
は
則
ち
思
、
円
。
思
え
ば
則

h
g
 

ち
之
を
得
る
も
、
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
得
ざ
る
な
り
。
比
天
の
我
れ
に

倉
与
う
る
所
内
者
な
る
も
、
先
ず
其
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち

片
其
の
小
な
る
者
奪
う
能
わ
ざ
る
な
り
。
此
れ
を
大
人
と
為
す
の
み
U

説

(

以

上

、

告

子

上

篇

)

措
こ
の
孟
子
町
答
え
か
ら
わ
か
る
の
は
、
①
「
大
体
」
が
「
心
之
官
」

と
を
、
ま
た
、
「
小
体
」
が
「
耳
目
之
宮
」
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
こ

恥
と
。
②
前
者
と
後
者
と
の
違
い
が
思
慮
と
い
う
機
能
を
持
っ
か
否
か

「つ
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
。
③
前
者
の
思
慮
が
作
動
し
た
場
合
、
も
は

肝
や
後
者
の
妨
害
を
受
け
な
い
品
。
以
上
の
三
点
で
あ
る
。

既
に
第
二
章
で
考
察
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
孟
子
は
、
五
官
に

FHυ ー
生
じ
る
欲
望
の
過
度
の
追
求
か
ら
悪
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
て
い

た
形
跡
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
「
其
の
小
体
(
耳
目
之

官
)
に
従
う
」
と
は
、
五
官
の
欲
望
の
ま
ま
に
行
動
し
、
結
果
的
に

悪
行
に
走
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
阻
止

す
る
た
め
に
は
、
「
大
体
(
心
之
官
)
」
の
持
つ
思
慮
の
機
能
を
作
動

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
結
局
、
こ
の
思
慮
を
作
動
さ
せ
得
る
か
否
か

に
よ
っ
て
、
大
人
と
小
人
の
違
い
が
生
じ
て
〈
る
と
、
孟
子
は
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
孟
子
の
答
え
が
公
都
子
の
質
問
に
確
か

な
解
答
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
、
公
都
子

が
孟
子
の
弟
子
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
質
問
を
続

け
た
筈
で
あ
る
。

「
す
べ
て
の
人
は
、
皆
な
素
質
的
面
で
は
等
し
い
筈
な
の
に
、
あ

る
も
の
は
思
慮
を
働
か
せ
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
思
慮
を
働
か
せ
な

い
と
い
う
違
い
が
生
じ
る
の
は
何
故
で
す
か
己
と
。

た
と
え
、
素
質
の
面
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
孟
子
が

す
べ
て
の
人
聞
の
本
性
を
等
し
並
に
普
と
す
る
立
場
を
取
り
続
け
る

限
り
、
こ
の
よ
う
な
質
問
は
孟
子
の
解
答
に
対
し
て
無
限
に
発
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
孟
子
が
、
こ
の
す
べ
て
の
人
聞
の
性
を
同
一
の
も
の
と

考
え
る
立
場
を
保
全
し
続
け
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
大
人
と
小
人
的
違
い
を
決
定
す
る
因
子
は
人
聞
の
内
側
で
は
な

く
、
外
側
か
ら
、
後
天
的
要
素
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
既
に
第
一
章
で
検
討
し
た
如
く
、
孟
子
は

外
的
価
値
を
認
め
、
ま
た
、
環
境
が
人
間
を
変
え
る
と
い
う
主
張
を

も
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
内
に
よ
っ
て
は
説

明
し
き
れ
な
い
こ
の
問
題
的
解
決
を
、
外
向
価
値
に
求
め
る
こ
と
も

比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『
孟
子
』
町

中
に
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
な
く
、
今
は
た
だ
、
そ
の

思
想
構
造
的
面
か
ら
憶
測
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

蓋
し
、
思
想
的
生
命
は
万
人
に
伝
播
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ

れ
る
と
す
る
思
想
家
に
と
っ
て
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
能
力
的
同
一
性

は
、
決
し
て
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
線
で
あ
る
。
そ
し
て
、

孟
子
の
思
想
的
生
命
は
、
皮
肉
に
も
彼
の
ト
レ
ー
ド
マ
ク
で
あ
る

性
善
説
的
構
造
に
漂
う
暖
味
性
に
よ
っ
て
、

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
ろ
う
じ
て
保
持
さ
れ

結

悟

孟
子
の
思
想
に
お
い
て
内
と
外
と
は
共
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て

い
る
。
内
は
人
聞
が
主
体
性
を
持
ち
、
普
に
向
か
う
根
拠
と
し
て
、
外

は
為
政
に
不
可
欠
な
階
級
的
秩
序
円
規
範
を
与
え
て
く
れ
る
も
町
と

し
て
、
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
孟
子
の
思
想
は
、
一
つ
の
憂
慮
す
べ
き
問
題
を
抱
え
て
い

た
。
そ
れ
は
、
儒
家
に
と
っ
て
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
孟

子
町
王
道
思
想
を
基
礎
づ
け
る
理
論
と
も
な
る
尊
賢
思
想
が
、
す
べ

て
の
人
間
に
平
等
な
善
性
を
認
め
る
性
善
説
と
結
合
し
た
場
合
、
眼

前
向
階
級
秩
序
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
孟
子
は
、
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
原
理
に
冠
せ
ら
れ
る
義
と
、

階
級
秩
序
の
規
範
で
あ
っ
た
礼
と
を
、
そ
れ
ら
を
守
る
人
聞
の
心
に

置
き
換
え
、
端
本
と
し
て
内
な
る
性
に
位
置
づ
け
、
独
特
な
性
善
説

を
打
ち
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊
賢
に
よ
る
序
列
を
、
眼
前
の
階

級
秩
序
の
枠
組
み
と
構
成
員
と
を
保
存
し
た
ま
ま
実
現
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
性
善
説
的
構
造
が
、
孟
子
は
形
式

性
を
超
え
て
礼
を
内
固
化
し
た
と
の
評
価
を
生
み
出
す
根
拠
を
提
供

し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
見
た
如
く
、
孟
子
町
「
礼
」
は
、

一
方
で
依
然
形
式
性
を
持
っ
た
階
級
秩
序
町
規
範
と
し
て
の
役
割
を

果
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
礼
を
守
る
心
は
札
が
あ
っ
て
初

め
て
意
味
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
極
め
て
常
識
的
な
原
理
か

か
ら
も
当
然
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
孟
子
向
性
善
説
に
は
暖
味
な
点
が
多
い
。
と
は
言
え
、

自
ら
「
大
人
な
る
者
、
言
は
必
ず
し
も
信
な
ら
ず
」
(
離
婁
下
篇
)

と
説
く
大
人
孟
子
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
孟

子
的
思
想
の
真
実
向
姿
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註(
l
)
内
と
外
と
い
う
言
葉
町
意
味
す
る
領
域
は
広
く
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
論

で
は
以
下
、
人
間
町
内
部
に
有
る
も
の
と
外
部
に
あ
る
も
町
の
意
味
で
用
い

ス
w
。



倉)

(
2
)
西
晋
一
郎
氏
、
小
品
夏
次
郎
氏
共
著
『
礼
的
意
義
と
構
造
』
(
八
二
頁
)

の
説
。

(
3
)
テ
ク
ス
ト
に
は
四
部
叢
刊
の
宋
刊
大
字
本
を
使
用
し
、
校
定
は
主
に
焦

循
の
司
孟
子
正
義
』
の
説
に
従
っ
た
が
、
で
き
る
限
り
本
文
を
改
め
ず
に

解
釈
す
る
立
場
を
取
っ
た
。
(
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
校
定
し
た
文
字
的
右

側
に
認
を
付
し
て
示
す
J

ま
た
、
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
小
林
勝
人
氏
の

岩
波
文
庫
本
『
孟
子
』
、
金
笹
治
氏
町
朝
日
文
庫
本
『
孟
子
』
に
依
っ
た

所
が
多
〈
、
事
考
と
し
た
研
究
書
、
及
び
研
究
論
文
は
以
下
町
通
り
で
あ

る
。
狩
野
直
喜
氏
『
論
語
孟
子
研
究
』
(
み
す
ず
書
房
)
、
西
晋
一
郎
氏
、

小
品
亙
次
郎
氏
共
著
『
礼
的
意
義
と
構
造
』
(
畝
傍
書
房
)
、
栗
田
直
嶋
氏

『
中
国
上
代
思
想
の
研
究
』
(
岩
波
書
腐
て
板
野
長
八
氏
『
中
国
古
代
に
お

け
る
人
間
観
の
展
開
』
(
岩
波
書
庖
)
大
積
晴
氏
『
中
国
古
代
思
想
論
』

(
勤
草
書
房
)
、
金
吾
治
氏
「
仁
義
説
町
形
成
」
(
前
掲
書
所
収
)
、
森
川
重

昭
氏
「
孟
子
《
仁
義
〉
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
」
(
椙
山
古
学
園
大
学
研
究

論
集
5
)
、
伊
藤
計
氏
「
孟
干
の
『
大
人
』
に
つ
い
て
」
{
司
森
博
士
記
念
論

畢
』
所
収
)

(
4
)
孟
子
町
礼
を
中
心
的
に
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
西
氏
・
小
糸
氏
前
掲

書
、
第
一
篇
第
三
章
「
孟
干
の
礼
説
」
、
宇
野
精
一
氏
「
孟
子
の
礼
説

l
礼

町
意
義
的
変
遷
か
ら
見
た

l
」
(
東
方
学
5
)
が
あ
る
。
前
者
は
孟
子
町
礼

に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
含
み
、
本
論
も
多
く
の
示
唆
を
こ
の
書
か
ら

得
て
い
る
.
し
か
し
、
こ
の
書
は
本
論
と
は
全
く
逆
の
立
場
か
ら
孟
子
の

札
を
見
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
副
題
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
孟
子
町
思
想
内
部
の
礼
町
位
置
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(
5
)

『
札
記
』
祭
統
に
「
諸
侯
耕
於
束
郊
、
亦
以
共
斉
盛
、
夫
人
買
於
北
郊
、

以
共
軍
服
、
」
と
あ
る
.

(
6
)
渡
辺
卓
氏
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
{
創
文
社
)
、
三
五
回
頁
に
見
え

る
指
摘
。

孟子町「干し」と性普説(片17 

(
7
)
屋
虚
子
は
孟
子
の
弟
子
。
こ
こ
で
の
『
礼
重
」
は
彼
町
発
言
で
は
あ
る

が
、
下
文
の
孟
子
が
彼
に
智
恵
を
授
け
て
任
人
向
「
食
」
「
色
」
が
礼
よ
り

重
い
と
す
る
説
を
打
破
さ
せ
た
資
料
か
ら
、
孟
子
も
彼
と
閉
じ
立
場
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
8
)
後
に
述
べ
る
よ
う
に
家
内
秩
序
と
社
会
秩
序
町
違
い
を
考
え
る
と
、
そ

れ
は
極
め
て
観
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

(
9
)
銭
大
附
・
焦
循
等
町
説
。

(
叩
)
越
岐
朱
子
等
の
説
。

(
日
)
孟
子
は
母
よ
り
先
に
文
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
、
史
的
葬
儀
が
「
前

喪
」
、
母
の
が
「
後
喪
」
と
な
る
。

(
ロ
)
こ
の
孟
子
町
発
言
は
、
弟
子
充
虞
の
質
問
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
。

時
期
は
「
後
聾
」
の
直
後
で
あ
り
、
感
倉
町
批
判
よ
り
以
品
別
で
あ
る
.

(
日
)
告
子
上
縞
の
郷
飲
酒
の
席
次
に
つ
い
て
の
論
争
か
ら
す
れ
ば
、
郷
党

の
秩
序
に
係
わ
る
「
長

l
幼
」
の
原
理
な
ど
も
孟
干
の
礼
に
含
ま
れ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

(
H
)
こ
こ
で
の
「
兄
」
が
、
実
は
「
君
」
を
意
味
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
後

に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

(
日
)
後
に
述
べ
る
よ
う
に
「
尊
賢
」
町
原
理
も
、
こ
の
社
会
の
運
営
に
不
可

欠
な
階
級
秩
序
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(
国
)
狩
野
氏
・
大
波
氏
前
掲
番
参
問
。

(
げ
)
「
孟
子
目
、
養
心
英
普
於
寡
欲
、
其
為
人
也
寡
欲
、
難
有
不
存
駕
者
寡

失
、
其
為
人
也
多
欲
、
臨
有
存
濡
寡
失
、
」
(
尽
心
下
篇
)

(
日
)
悪
の
発
生
を
精
密
に
説
か
な
か
っ
た
他
的
一
つ
の
理
由
は
、
本
論
第
三

章
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
孟
干
の
「
気
の
思
想
」
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
詳
細
に
論
ず
る

こ
と
と
し
た
い
.

{
幼
)
「
何
謂
知
言
、

目
、
諒
辞
知
其
所
破
、
淫
辞
知
其
所
陥
、
邪
辞
知
其
所
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難
、
」
(
公
孫
丑
上
篇
)

(
幻
)
こ
こ
で
は
外
を
悪
と
は
し
て
い
な
い
が
、
内
と
外
と
を
切
り
離
す
こ
と

に
よ
っ
て
主
体
性
が
確
立
で
き
る
と
す
る
立
場
は
よ
〈
表
わ
れ
て
い
る
。

(
包
)
梁
恵
玉
上
舗
の
「
未
有
仁
而
遺
其
税
者
也
、
未
有
義
而
後
其
君
者

也
、
」
と
い
う
文
は
、
「
義
」
を
「
君
臣
」
に
結
び
つ
け
た
形
で
「
仁
」

と
の
遭
い
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
尚
、
森
川
氏
(
前
掲
論
文
)

は
、
「
孟
干
の
〈
義
v

は
、
具
体
的
に
は
君
臣
関
係
を
規
制
す
る
規
範
を
意

味
す
る
」
と
結
論
し
て
い
る
が
、
「
兄
|
弟
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
義
」

を
「
論
理
の
不
徹
底
」
と
し
て
捨
象
し
た
占
に
問
題
が
あ
る
.

(
お
)
梁
恵
王
上
錦
町
「
入
以
事
其
父
兄
、
出
以
事
其
長
上
」
と
い
う
言
葉

も
、
両
者
が
場
を
異
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尚
、
こ
の
両
者
の
関

係
を
先
寝
か
ら
六
朝
に
至
る
観
々
の
資
料
に
よ
っ
て
考
察
し
た
研
究
と
し

て
、
尾
形
勇
氏
円
「
中
国
古
代
的
『
家
』
と
国
家
」
(
岩
波
書
腐
)
が
あ

り
、
本
論
は
こ
の
書
か
ら
多
〈
町
教
示
一
を
得
て
い
る
。

(
担
)
こ
の
点
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
.
す
な
わ
ち
、

孟
子
は
「
君
|
臣
」
に
用
い
た
「
義
」
を
「
兄

l
弟
」
に
も
用
い
る
こ
と

に
よ
リ
、
社
会
秩
序
の
中
か
ら
そ
れ
を
維
持
す
る
役
割
を
果
し
て
来
た
世

襲
制
を
取
り
出
し
、
結
局
、
社
会
秩
序
の
成
立
根
拠
を
不
聞
に
付
し
た
ま

ま
、
そ
の
維
持
参
』
企
図
し
た
の
で
あ
る
と
・

(
お
)
古
〈
は
斉
町
田
常
が
民
衆
に
私
思
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
君
位
を
纂
奪

し
、
近
く
は
燕
町
子
之
が
子
附
の
賢
者
を
好
む
性
格
を
利
用
し
て
禅
譲
を

行
な
わ
せ
る
な
ど
、
尊
賢
を
悪
用
し
て
君
主
的
地
位
を
狙
う
臣
下
は
多

か
っ
た
。
正
L
〈
『
韓
非
子
』
ニ
柄
篇
に
、
「
任
賢
則
臣
将
来
於
賢
以
劫
其

君
」
と
喝
破
す
る
如
〈
で
あ
る
。
孟
子
は
こ
の
点
を
、
守
古
之
人
修
其
天

爵
、
而
人
爵
従
之
、
今
之
人
修
其
天
爵
、
以
要
人
爵
、
既
得
人
爵
、
而
棄

其
天
爵
、
則
惑
之
甚
者
也
、
特
亦
必
亡
而
己
失
」
(
告
干
上
筒
)
と
指
摘

す
る
・
そ
し
て
、
侵
略
戦
争
に
は
否
定
的
な
孟
子
が
、
唯
一
、
燕
へ
の
進

軍
を
肯
定
し
た
の
は
、
子
之
の
仕
組
ん
だ
禅
譲
劇
を
是
認
し
得
な
か
っ
た

た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
彼
の
尊
賢
思
想
に
対
す
る
警
戒

心
も
充
分
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
こ
の
点
は
孟
子
自
身
が
多
〈
の
諸
侯
に
対
し
て
取
っ
た
態
度
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

(
幻
)
万
章
下
篇
に
見
え
る
革
命
説
。
夏
殿
革
命
に
つ
い
て
の
説
明
(
梁
恵

王
下
筋
)
で
は
、
「
聞
諒
一
夫
討
臭
、
未
聞
紙
君
也
」
と
言
い
、
あ
く
ま

で
臣
下
が
君
主
を
試
す
る
行
為
を
非
と
す
る
.

(
明
白
)
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
万
人
が
認
め
る
賢
者
や
愚
者
に
対
し
て
は
、

極
的
て
慎
重
に
で
は
あ
る
が
地
位
向
上
げ
下
げ
を
認
め
て
い
る
.
ま
た
、

孟
子
は
世
襲
制
を
重
要
視
す
る
が
、
た
だ
一
例
だ
け
、
覇
者
桓
公
的
誓
文

の
「
士
無
世
官
」
(
告
子
下
篇
)
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
資
料
が
あ
る
。
明
言
は
な
い
の
で
速
断
は
し
か
ね
る
が
、
あ
る
い
は

「
士
」
の
階
級
に
つ
い
て
は
尊
賢
に
よ
る
か
な
り
の
地
位
円
上
下
を
許
容

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
却
)
こ
こ
で
「
心
之
官
」
が
「
耳
目
之
官
」
を
支
配
す
る
と
し
て
い
な
い
の

は
、
こ
の
ま
配
関
係
が
前
提
さ
れ
る
と
、
「
心
之
官
」
町
持
つ
力
が
あ
ま
り

に
強
力
な
も
の
と
な
り
、
孟
子
は
悪
の
発
生
を
説
明
で
き
を
〈
な
る
か
ら

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。




